
届出制度について

資料２－１

令和 7 年 1 1 月 1 1 日第 7 回
仙台市マンション管理適正化
推 進 施 策 検 討 委 員 会



1-1 マンション分譲事業者による届出制度              【新規】

 マンション分譲事業者に対し、新築マンションを分譲する前に、あらかじめ管理規約（案）、
長期修繕計画（案）、修繕積立金等の計画（案）を添付のうえ、市に届け出ることを義務付
け、管理に関する初期設定の適正化を促します。

1-2 図面の確実な引継ぎ              【新規】

 マンション分譲事業者に対し、給排水設備図、電気設備図などの図面を管理組合へ引き継
ぐことを義務付け、適切な修繕工事の実施につなげます。

（１）新築時からの適正化 等

（２）区分所有者等の責務の明確化・意識醸成、
（４）管理状況に応じた適正化誘導 等

2-4 マンション管理組合による届出制度     【新規】

 管理組合に対し、管理組合の総会を経たうえで、管理規約の有無や長期修繕計画の作成
状況等を、定期に市へ届け出ることを義務付けます。

 届出制度により、市が管理組合の管理状況を把握するほか、管理組合内での管理状況の
現状認識を促すことにより、管理に対する意識向上を促します。

【推進計画】マンションの管理の適正化に向けた本市の新たな取組
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１．これまでの振り返り
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（５）管理状況の見える化

5-3 マンション分譲事業者による届出に合わせた管理計画の評価・結果の公表等   【新規】

 マンション分譲事業者から市に届出された管理規約（案）、長期修繕計画（案）、修繕積立金
等の計画（案）の内容について、国や市のマンション管理適正化指針、長期修繕計画作成ガ
イドライン等に照らして評価を行います。

 マンション分譲事業者に対し、評価結果をマンション購入予定者へ説明することを義務付
けるほか、評価結果を仙台市のホームページ等で公開します。

5-4 マンション管理組合による届出に合わせた管理状況の評価・届出状況の公表等  【新規】

 マンション管理組合が届け出る管理状況の内容について、管理組合自身が国や市のマン
ション管理適正化指針、管理計画認定の基準等を参考に自己評価できるようにします。

 マンション管理組合の届出の状況等について仙台市のホームページ等で公開します。

【推進計画】マンションの管理の適正化に向けた本市の新たな取組
１．これまでの振り返り



２．推進計画パブリックコメントでの意見概要と本市の考え方

No． 意見の概要 本市の考え方

１

マンション管理組合による届け出制度について、「総会
決議」は手間もかかるので不要としてほしい。

本市の管理組合による届出制度については、区分所
有者のみなさまの管理に対する意識啓発を目的の一
つとしております。
総会での議決を求める理由は、届出の内容を区分所
有者全体で共有し、管理状況を客観的に把握してもら
うことを意図しているものです。

２

民間の評価制度への申請を躊躇していたため、市が届
出制度を義務化する知り安心した。
当マンションは築後５０年近くの高経年マンションであ
るが、定期的な大規模修繕の実施や修繕積立金の増額
も実施している。
市のＨＰに掲載されれば、信頼され購入される方も出
てくると期待している。

管理組合による届出制度については、区分所有者の
みなさまの管理に対する意識啓発のほか、良好な管理
がなされているマンションの資産価値向上にもつなが
るものと考えておりますので、着実に取組を進めてま
いります。

３
管理組合による届出制度について、連絡先の変更が
あった場合などのために、変更届があったほうが良い。

連絡先に変更があった場合の対応については、ご意
見も踏まえ、検討してまいります。

４

新規事業として新築マンション及び既存マンションへの
届出制度を行うとあるが、その実態が不明である。届出
制度の基本的考え方並びに条例により届出が必要なマ
ンション、届出の種類、届出事項及び届出方法等の内容
をわかる範囲で中間案でも明らかにすべきではないか。
P.１８にある「具体的な取組」の内容だけでは不十分であ
る。

本計画の改定において、届出制度の大枠について市
民のみなさまからご理解を得た上で、制度の詳細を定
めてまいります。
今後、届出制度開始までの間に、届出制度の詳細に
ついて周知を図ってまいります。

◆パブリックコメント提出意見 【資料１ー１（別紙）抜粋】
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① 分譲事業者に対し、新築マンション分譲前に、管理に関する事項を市に届け出る※1ことを義務付けます。
② 市は届出があったマンションについて、事業者名・マンション名称・所在地を公表します。
また、届出内容及び国等の基準※2への適合状況を、事業者から了承が得られた場合、公表します。

③ 分譲事業者に対し、届出内容及び国等への基準への適合状況を購入予定者に説明することを求めます。

販売開始前 販売時・契約時

届出※2

届出内容及び基準への適合状況を、
分譲事業者から了承を得たうえでHPで公開

情報提供
・周知

仙台市

分譲事業者

購入予定者

①

③

【初期設定の適正化】

②

【管理状況の見える化】

※1 管理規約（案）、長期修繕計画（案）、修繕積立金等の計画（案）を添付のうえ、新築マンションの販売に係る最初
の重要事項説明を行おうとする日の30日前までに届出

※2 国及び市の管理適正化指針や、長期修繕計画作成ガイドライン等の基準

３．マンション分譲事業者による届出制度



参考事例） 名古屋市 届出様式
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３．マンション分譲事業者による届出制度

マンションの概要（戸数・階数・面積等）

運営方法・修繕計画等（管理形態・積立金の額等）

管理事務の委託予定先

連絡窓口

⇒ 仙台市様式・結果表示案 【資料2-2-1、2-2-2】



管理組合の状況に応じた支援

＜届出後の取り組み例＞
・ セミナーや支援制度の情報提供
   （郵送・メール）
・ 認定制度への誘導
・ 専門家派遣等による支援
・ おしかけ型支援

４．マンション管理組合による届出制度

購入予定者

① マンションの管理組合に対し、総会での議決を経たうえで、マンションの管理状況を届け出る
ことを義務付けます。

② 市は届出があったマンションについて、マンション名称・所在地を公表します。
     また、届出内容及び国等の基準※１への適合状況を、管理組合から了承が得られた場合、
公表します。

届出

総会承認後届出

【管理状況の把握】【自己診断による管理意識の向上】

管理組合 仙台市

【管理状況の見える化】

① ②

届出内容及び基準への適合状況を、
管理組合から了承を得たうえでHPで公開

【管理状況の見える化】

※１ 国及び市の管理適正化指針や、長期修繕計画作成ガイドライン等
の基準 7
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参考事例） 名古屋市 届出様式

４．マンション管理組合による届出制度

マンションの概要（戸数・階数・面積等）

修繕計画等（計画の有無・積立金の額、
大規模修繕工事の実施状況等）

防災への取組状況

管理組合の運営状況（管理規約の状況等）

管理事務の委託状況

耐震化の状況

連絡先

⇒ 仙台市様式・結果表示案 【資料2-3-1、2-3-2】



５．ホームページでの公表について

参考事例） 神戸市 ホームページ
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５．ホームページでの公表について

◆管理組合による届出の公開イメージ
マンション名 所在地 届出日 情報開示の範囲

青葉マンション 青葉区〇〇町〇ー〇 2027年〇月〇日 マンション名・所在地のみ

宮城野マンション 宮城野区〇〇町〇ー〇 2027年〇月〇日 届出項目・自己評価結果の開示

クリックしダウンロード
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P.1 自己評価概要 P.2 届出内容 ※連絡先等除く P.3 基準への適合状況

※内容は、管理組合等からの届出内容を公表しているものであり、 仙台市がその内容を保証するものではない旨を注記予定

〇



６．マンション分譲事業者から管理組合への書類等の引継について

• 新築されたマンションが引き渡しされ、
管理組合が設立されたら、管理者等に、
「引継報告書」の提出により、図面等が確
実に引継ぎされたことの報告を求める
予定。

引継ぎ日

⇒ 様式案 【資料2-4】

引継ぎを受けた書類

管理組合の連絡先
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◆マンションの管理に係る書類引継報告について



以下の内容についてご意見をいただきたい。

論点１：マンション分譲事業者による届出制度について

• 届出書様式案【資料2-2-1】および結果表示案【資料2-2-2】の内容
について。

本日の論点

論点２：管理組合による届出制度について

• 届出書様式案【資料2-3-1】および結果表示案【資料2-3-2】の内容
について。
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論点３：マンション分譲事業者から管理組合への書類等の引継について

• マンションの管理に係る書類引継報告書案【資料2-4】の内容につい
て。
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